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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

蕁５５―

◆保険料の納付は口座振替による2年前納が一番お得です
・

　人権擁護委員や行政相談委員が皆さんの人権
や行政に対する相談を受ける出張相談所（事前
予約制）を開設します。料金は無料ですので、
お気軽にご利用ください。

◆大方地域　
５月８日（金）（行政相談のみ）
　　　　　　　 午前１０時～正午  加持本村集会所
５月８日（金）　午後１時３０分～午後３時３０分 
　　　　　　 　奥湊川老人憩の家
５月２２日（金）　午後１時３０分～午後３時３０分
　　　　　　 　錦野老人憩の家

◆佐賀地域
５月２６日（火）　午後１時３０分～午後３時３０分
　　　　　　 （総合センター（佐賀支所前）

◆申込　各相談日１週間前の午前８時３０分から
※土日祝日を除く。
※キャンセルは、各相談日の２日前まで

○申し込み・お問い合わせ
　教育委員会  人権係　蕁５５―３１１７

人権・行政相談所のお知らせ

　現在、ご家庭の費用
負担軽減にも繋がる内
容として、上手なエネ
ルギー利用のご提案を
目的とした戸別訪問を
実施しています。昨年
度に引き続き戸別訪問
員４名が町内で訪問を
実施しています。

第６９回金婚夫婦祝福式典i

脱炭素に向けた戸別訪問を引き続き行っていますi

脱炭素先行地域事業についてi

藤原　彩那武政　祐久
たけまさ ゆうひさ ふじ わら あや な

田渕　三奈
た ぶち み な

大山　さおり
おおやま

私たちが戸別訪問員です

○お問い合わせ 本庁 環境政策室 環境政策係　蕁４３―２１１９

　当町は、国が地域特性に応じて２０５０年カーボンニュートラルに向けた取組を実現するモデル的
な地域として、令和５年４月に環境省から「脱炭素先行地域」に選定をされています。
　これまでに「地域エネルギー会社（くろしおエナジー株式会社）」の設立や公共施設などへの太陽
光発電設備および蓄電池などの導入、住民向け太陽光および省エネ家電の導入、脱炭素カルテ作成の
ための戸別訪問などにより多面的に事業が進捗しています。
　このうち、町内全域での省エネの取組においては不要な照明を消したり可能な範囲で明るさを下
げることやエアコンのフィルター清掃、日差しを和らげるカーテンやブラインド、すだれの活用ふ
んわりアクセルや無駄なアイドリングをしない車の運転など、身近にできる小さな取組をしていた
だくことで町全体で見ると大きな省エネに繋がります。また、高騰する電気代や燃料費の削減にも
繋がり、ご家庭や事業所の経済対策にもなります。
　引き続き、身近にできる小さな取組への協力をお願いします。

○お問い合わせ　本庁 環境政策室 環境政策係　蕁４３―２１１９

　高知新聞社などの主催による「第６９回金婚夫
婦祝福式典」が開催されます。参加
を希望される方は、役場までお申し
込みください。
◆日時　９月１日（火）　午後２時～
◆会場　新ロイヤルホテル四万十
◆申込資格
　昭和５１年１月１日～１２月３１日までに結婚さ

れた県内在住のご夫婦
　（それ以前の結婚でも初参加なら可）
※これまでに一度お申し込みいただいたご夫婦

の再申し込みはできません。
◆申込方法　下記担当係で用意している申込書

　　　　　にてお申し込みください。
◆申込期限（町受付）　６月２日（火）
※申し込み後、８月上旬に高知新聞社より通知

が届きます。
○申し込み・お問い合わせ
　本庁 健康福祉課 福祉係　蕁４３―２１２４
　佐賀支所 地域住民課 総合窓口第２係 
　　　 　　　　　 　　　　蕁５５―３１１２
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